
〒910-8541 福井市大手 3-7-1 福井県繊協ビル 9 階

0776-27-8303 (レセプトグループ )TEL
福井

保険証は退職日の翌日から無効となりますので、すみやかに事業所へ返却してください。
ご家族（被扶養者）がいらっしゃる場合は、ご家族の保険証も一緒に返却してください。
※高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒に返却してください。

保険証が未返却の場合、協会けんぽから事業所やご自宅宛てに文書や電話で返却のご
案内があります。無効の保険証を使って医療機関等を受診した場合、無資格受診となり
医療費（総医療費の 7～ 8割）を協会けんぽへ返還していただきます。

無効となった保険証の不適切な使用は、医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。また、
高額な医療費を協会けんぽへ返還していただくケースもあります。このような誤った保険証の使用をなくすことが、今後の
医療費の適正化につながります。保険証の正しい使用と退職後のすみやかな返却にご理解、ご協力をお願いします。

ご注意ください！

保険証は
事業所に返却しましょう。
健康保険の
切替手続きをしましょう。
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退職する時
保険証はどうするの

って

？

退職時に返却
（家族の分も含む）

資格喪失届に保険証
を添付して返却

保険証回送

従業員

保険証

事業所
（事業主）

健康保険 本人 ( 被保険者 )

記号 0 0 0 0 0 0 0 0　番号 0　( 枝番 ) 00
令和 0年 0月 00 日 交付

00000
被保険者証

氏名 協会　太郎
生年月日 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
性別 男
資格取得年月日 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

事業所名称  ○ ○ 株式会社
保険者番号
保険者名称 全国健康保険協会 ○ ○ 支部
保険者所在地 ○ ○ 市 ○ ○ 区 ○ ○ 町 ○ - ○ - ○ 印
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